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要介護認定・要支援認定調査にあたって、調査員が介護保険被保険者若しくは被保険者になる見込

みの者（以下「対象者」という。）に説明すべき重要事項については、下記のとおりである。 

 

１．調査員の遵守すべき事項 

認定調査にあたっては、対象者の意思および人権について最大の配慮を行うこと、公平かつ公正な

認定調査を実施すること、業務上知り得た秘密については厳守し対象者及びその家族のプライバシー

を保護すること等、認定調査を行うにあたって調査員が守るべき事項に関すること。 

 

２．調査目的 

認定調査は、介護保険法による、要介護認定・要支援認定にかかわる申請に基づく調査であり、且

つ、介護保険給付のためには必須の調査であること。 

また、認定調査は、全国一律の基準で、公平・公正かつ客観的に行われるものであること。 

なお、再調査の場合、①調査不備によるもの（記載漏れ等）、②介護認定審査会において疑義が生

じたもののいずれであるかを説明し、正確な判定のために必要なものであることを明らかにすること。 

 

３．調査員 

調査員は、神戸市から委託を受けた施設等に所属する専門的知識を有する介護支援専門員であり、

介護保険法の規定により罰則規定も含めて公務に従事する職員とみなされること。 

 

４．調査内容 

認定調査の内容は、対象者の心身の状況、その置かれている環境、現に受けている医療や保健サ

ービスおよび福祉サービスの状況等について、本人およびその介護者からの聞き取りによる調査を行う

ものであること。また、危険がないと考えられれば本人に実際に調査項目の動作を行ってもらうものであ

ること。 

 

５．変更申請と不服申立て 

対象者の心身の状況が著しく変化した場合等は、認定有効期間内であっても、変更申請（区分変更

申請、要支援認定からの新規要介護認定申請、要介護認定からの新規要支援認定申請）が可能であ

ること。 

また、認定結果に不服がある場合は、兵庫県介護保険審査会に対して、審査請求が可能であること。

（この旨は、認定結果通知にも記載される。） 

 


